
これまで受けた問合せの中で特に多いものを、Ｑ＆Ａの形でまとめました。

Ｑ１．留学中に修得した単位は32単位までしか獨協大学での単位として認められないそうですが、それは留学中に

それ以上の単位を履修することができないということですか？

Ａ１．学部生については32単位まで、大学院生については10単位まで、本学の単位として認定することができると

規定されています。留学先の許可があれば、何科目（単位）でも履修することはかまいませんが、上限を超え

る単位の認定はできません。なお、在留資格の関係上、学期ごとに最低履修科目（単位）数が定められている

場合があるので注意してください。

Ｑ２．昨年度、休学して外国の大学で勉強し、単位を修得することができました。今からでもこれを獨協大学の単位

として認めてもらえますか？

Ａ２．休学して留学した場合は認められません。単位の認定は交換・認定留学生として認められた場合に限られま

す。本学を休学して渡航した後、大学への留学資格を得ることができた場合は、身分の変更（休学から認定留

学）を申請することができます。しかし、この場合でも、遡っての身分変更はできません。休学から認定留学

への変更を申請する場合は、早急に国際交流センターと連絡をとり、その指示に従ってください。

※休学から認定留学への切り替え申請については、P.62を参照。

Ｑ３．１年間留学して、４年間で卒業できますか？

Ａ３．交換・認定留学では、海外の大学での修得単位のうち32単位を上限として卒業要件単位へ振替・換算するこ

とができます。したがって４年間で卒業することも可能ですが、振替・換算される単位数や留学後に修得すべ

き科目数の関係で、卒業まで４年以上かかる場合もあります。卒業までの履修スケジュールについては、教務

課各学部係によく相談してください。

Ｑ１．教職課程を履修していますが、教育実習はどのように行えばよいですか？

Ａ１．教育実習を行うには、教育実習校の開拓および実習要件科目の修得等が必要です。特に、２学年秋学期または

３学年春学期から１年間の留学（交換留学または認定留学）をする場合は、留学前に教育実習校（主に出身の

中学校または高等学校）を開拓し、受入れの内諾を得ておく必要があります。

実習要件科目の単位についても、実習実施学期の前までに修得する必要があります。科目の特性上、履修開始

学期が留学期間と重なる場合がありますので、事前に教務課免許課程係で相談および確認が必要です。

なお、中学校の教育職員免許状取得には、教育実習の他に７日間の介護等体験が義務づけられています。体験

実施時期は受入れる特別支援学校・社会福祉施設によって異なり、指定期間（２学年秋学期～３学年春学期）

に申し込み手続きが必要です。留学する場合は、あらかじめ教務課各学部係および免許課程係に相談し、帰国

後の教育実習や教員免許状取得要件に支障のないよう十分注意してください。また、教職科目は、履修開始学

期に応じてできるだけ早く履修するとよいでしょう。

Ｑ２．３学年の秋学期から留学して４学年の春学期終了後に帰国する場合、卒業見込証明書は発行してもらえるので

しょうか？

Ａ２．「卒業見込証明書」は、留学終了届を国際交流センターに提出し、所定の要件を満たせば発行できます。詳細

については、教務課各学部係にお問い合せください。

単位の認定

履修と卒業
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Ｑ１．留学継続が困難になり帰国しなければならない場合、どのような扱いになりますか？

Ａ１．留学期間の途中で留学を中止して帰国する場合、留学を中止した理由や帰国の時期によって扱いが異なります

ので、帰国しなければならなくなった場合は速やかに国際交流センターに連絡し、指示を受けてください。

学業不振やカルチャーショック等は改善される可能性もあります。どうしても帰国しなければならない状況に

陥る前に、困ったことがある場合はできるだけ早く国際交流センターに相談してください。

なお、交換留学生や認定留学生対象の奨学金、研修費補助の給付を受けていた場合、原則として全額返還して

いただきます。

Ｑ２．外国の大学の学期制について教えてください。

Ａ２．以下に主要国の学期制度について簡単に説明します。詳細は留学を希望する大学のパンフレット等で確認して

ください。

ドイツ
オーストリア

スイス

２学期制です。ドイツの場合、冬学期は10月～３月、夏学期は４月～９月、オースト
リアの場合、冬学期は10月～１月、夏学期は３月～６月となります。ドイツの専門大
学やスイスの場合、各学期は１、２ヶ月早く始まり、１、２ヶ月早く終わります。多
くの科目が学期ごとに開設されていることから、夏学期または冬学期から１年間とい
う単位で留学することができます。

英国 ２学期制は、９月～12月、１月～６月、３学期制は９月～12月、１月～３月、４月
～６月に分かれます。

アメリカ

一般に９月から翌年５月までの９ヶ月間が１学年（academic year）となります。
６月～８月は夏休みまたは夏学期（summer session ／ school）です。その１学年

（９ヶ月間）を２期に分けるのがセメスター（semester）制で、１年間（12ヶ月間）
を夏学期を含む４期に分けるのがクオーター（quarter）制です。１セメスターは17
～18週間（秋：８月下旬～12月中旬、春：１月中旬～５月中旬）、１クオーターは
11～13週間（秋：９月下旬～12月中旬、冬：１月上旬～３月中旬、春：３月下旬・
４月上旬～６月中旬）です。他にも大学独自の学期制度を設けている場合があります。

オーストラリア
ニュージーランド

多くは２学期制。第１学期は２月下旬～６月末、第２学期は７月末～11月末です。
※北半球と季節が逆

カナダ ２学期制を採用している大学が多いです。９月初旬から翌年４月までが１学年となっ
ています。

フランス
一般に約４ヶ月からなる２学期で１学年度が構成されています。第１学期は９月・10
月初旬から12月下旬・翌年１月下旬まで、第２学期は１月中旬・２月初旬から５月下
旬・６月中旬まで。３学期制の場合は、学校によって異なります。

スペイン ２学期制が多く、秋学期は９月～２月、春学期は２月～７月です。

メキシコ ２学期制が多く、第１学期は８月～12月、第２学期は１月～６月です。

中国、台湾 ２学期制です。第１学期は９月～１月、第２学期は２月～６月・７月です。語学コー
スなどでは、４学期制を採用している大学もあります。

韓国 ２学期制です。第１学期は３月～６月、第２学期は８月～12月です。

留学中の学生生活
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Ｑ３．私はこれまで海外経験が一度もありません。海外のトラブルにはどんなことに気をつければよいですか？

Ａ３．よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。

【パスポートの紛失】

海外では命の次に大切なものはパスポートだと言われています。旅券番号と発行年月日のページのコピーを必

ず持参しましょう。特に短期留学の場合は、紛失すると翌日から団体行動が取れなくなりますので、十分注意

してください。紛失に気づいたら、直ちに最寄りの在外公館で再発給の手続きを取ってください。

パスポートは即時発給ができません。発給までに２週間程度を要します。なお、帰国のための渡航書を受給す

るには、一般旅券発給申請書の代わりに渡航書発給申請書および日程等が確認できる書類等の提出が必要で

す。パスポート再発行の手続き方法については、外務省HPで確認してください。

【クレジットカードの紛失】

あらかじめクレジットカード会社の連絡先、カード番号等を控えておきましょう。紛失の際は不正利用を防止

するために、一刻も早く連絡してください。

【現金の紛失】

まず戻ってくることはないと思われますが、最寄りの警察に届けてください。

※その他の注意点については、P.102の「渡航先での注意事項」を必ず参照すること。

Ｑ４．留学中に休暇を利用して国外に旅行したいと考えています。手続きや注意すべきことを教えてください。

Ａ４．まず、再入国に必要な手続きを、留学先大学の担当者に必ず確認してください。例えばアメリカの場合、ビザ

の有効期限内であっても、再入国の際に留学先大学が発行した書類の提示が必要となります。

また、日本人が短期の観光を目的とした入国をするのに、査証（ビザ）を必要とする国としない国がありま

す。必要とする場合は、査証取得のための申請をしなければなりません。出発前にインターネットなどで情報

を集めましょう。

地域によっては単独旅行を控えたほうがよい場合もあります。最近のテロ等の治安情勢を踏まえ、常に最新の

「海外安全情報」を入手し、身の安全に注意した行動をとるようにしましょう。

なお、留学前・留学中・帰国途中に第三国に渡航する場合や長期間連絡先を変更する場合は、必ず事前に国際

交流センターに連絡をしてください。保険加入の際は、帰国途中の旅行期間もカバーするよう、加入期間を設

定してください。

※詳しくは、P.100の「海外旅行保険の加入（必須）」を参照してください。
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